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令 和 ８ 年 ３ 月 １ ０ 日 

 各訪問看護ステーション開設法人代表者 様 

東京都福祉局高齢者施策推進部長  

 花本 由紀  

（公印省略)   

  

令和８年度東京都訪問看護推進総合事業の概要及び 

補助事業の申請手続きについて（通知） 

  

日頃より、東京都の高齢福祉・介護保険行政へ御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。

東京都では、訪問看護の推進に向け、東京都訪問看護推進総合事業として様々な支援策を実施し

ています。この度、令和８年度の実施事業につきまして下記のとおり御案内いたします。 

なお、各事業の実施につきましては、令和８年度東京都歳入歳出予算が東京都議会で可決され

た場合において確定されますことを、あらかじめ御了承ください。 

 

記 

 

１ 令和８年度東京都訪問看護推進総合事業の概要 

  別紙「令和８年度東京都訪問看護推進総合事業（案）について」をご覧ください。 

 

２ 補助事業の申請手続きについて 

（１）訪問看護ステーション協働育成支援事業 

  応募の提出期限：６月２４日（水曜日） 

  応募いただいた事業計画の内容を基に、補助の実施を行う事業の選定をさせていただきます。 

  交付申請については、選定結果に基づき、事業所宛に別途お知らせいたします。 

※ 新規事業のため、令和８年４月２４日（金）午後１時３０分から、教育ステーションの公募説明会

と併せて説明会をさせていただきます。応募や説明会の詳細については４月１日以降に東京

都訪問看護推進総合事業のホームページにおいてお知らせいたします。 

  説明会参加申込み：https://logoform.jp/form/tmgform/1429996 

（説明会の参加は任意であり、選定に影響はございません） 

（２）認定看護師資格取得支援事業 

   交付申請の提出期限：１回目 令和８年 ５月２９日（金曜日） 

                 ２回目 令和８年１０月３０日（金曜日） 

補助対象： 

認定看護師入学試験に合格し、令和８年４月１日以降に入学金及び授業料を支払う場合 

特定行為研修については、受講が決定され、令和８年４月１日以降に受講料を支払う場合 

（３）訪問看護ステーション代替職員（産休等）確保支援事業 

   交付申請の提出期限：１回目 令和８年 ５月２９日（金曜日） 

                 ２回目 令和８年１０月３０日（金曜日） 

                 ３回目 令和９年 １月２９日（金曜日） 

    看護職員が産休等で休業する際に代替職員を雇用することが確定しましたら、直近の提出期

限までに交付申請を提出してください。 

（４）訪問看護ステーション等事務職員雇用支援事業 

https://logoform.jp/form/tmgform/1429996


 
申請フォームの登録期限：令和８年７月１７日（金曜日） 

下記３の申請フォームよりあらかじめ登録をお願いいたします。交付申請の提出期限について

は、申請フォームに登録していただいた事業所あてに別途お知らせいたします。 

補助対象：訪問看護ステーション等としての指定を受けた日から起算して１年以内に、新たに事

務職員を雇用する場合（ただし、令和７年度に本補助金により事務職員を配置した訪

問看護ステーションは補助対象となります。） 

補助要件：訪問看護ステーションにおいては、管理者等が東京都の実施する訪問看護ステー

ション管理者・指導者育成研修の「基礎実務コース」又は「経営安定コース」の修了を

していることが必要です（令和８年度の修了も可）。 

（５）新任訪問看護師育成支援事業 

申請フォームの登録期限：令和８年６月２６日（金曜日） 

下記３の申請フォームよりあらかじめ登録をお願いいたします。交付申請の提出期限について

は、申請フォームに登録していただいた事業所あてに別途お知らせいたします。 

補助要件：東京都が実施する訪問看護ステーション管理者・指導者育成研修の「育成定着推 

進コース」の修了者が事業所内に在籍していること（令和８年度の修了も可）。 

 

３ 申請フォームのアドレス 

  https://logoform.jp/form/tmgform/1430164 

 

４ その他 

（１）各補助事業の申請については、経済産業省がリリースした補助金の電子申請システムｊＧｒａｎｔｓ

（ジェイグランツ）による電子申請となります。申請に当たってはＩＤの取得等が必要となります。

詳細は、以下ホームページをご確認ください。 

   https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

（２）各補助事業の提出書類については、各事業のホームページをご確認ください。 

 

５ お問合せ先 

  東京都福祉局高齢者施策推進部在宅支援課介護医療連携推進担当 

  電話 ０３－５０００－７５６０（直通） 

  東京都訪問看護推進総合事業のホームページ： 

  https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/index.html 

 

 東京都の介護サービスに関する情報をメールで周知するため、メーリングリストへの登録をお願い

します。東京都介護サービス情報のホームページにあります『介護事業所のメーリングリストへの登

録はこちらから』のリンク先からご登録ください。 

 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/   

 

 

 

令和８年度においても、新しい教育ステーションの公募を行う予定となっております。詳細につい

ては４月１日以降に東京都訪問看護推進総合事業のホームページにおいてお知らせいたします。 

https://logoform.jp/form/tmgform/1430164
https://www.jgrants-portal.go.jp/
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/index.html
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/

